
大阪市 こども医療費助成事業

 本市の区域内に住所を有する18歳に達した日
以後における最初の3月31日を経過するまでのこ
どもで、保護者の所得が制限額未満の者（0歳～
12歳（小学校修了まで）は所得制限なし。）に対
し、医療機関等で診療を受けた場合に保険診療
が適用された医療費の自己負担の一部を助成す
る。
（本交付金は16歳～18歳に対する助成に充当す
る）

 医療費の自己負担の一部を助成することによ
り、受診を容易にし、健康の保持増進を図り、もっ
て福祉の増進に寄与するとともに、子育て世帯の
経済的負担を軽減することができた。

 今後も引き続き、安心してこどもを生み育てられ
るように支援する仕組みの充実のため、事業を
継続して行っていく。

780,808,572

堺市 堺市子ども食堂開設支援補助金

子どもを対象に食事の提供等を行う居場所（子ど
も食堂）の開設準備に要する経費（備品購入費
等）を補助する。１か所あたり20万円上限。
【主な補助条件】
・孤食や生活困窮など様々な家庭環境の子ども
を含む地域の子どもたちが気軽に参加できること
・食品衛生責任者をおき、食事の提供をおこなう
こと など

令和2年度補助件数 7か所

地域の様々な団体が運営する子ども食堂の取り
組みの輪を広げる支援をすることで、孤食や生活
困窮など様々な家庭環境の子どもたちが地域と
つながり、健やかに育つ環境整備を促進する。

1,396,060

堺市 発達障害児相談支援業務

国立大学法人 大阪大学連合小児発達学研究科
に委託し、キッズサポートセンター内で子どもの
発達相談や養育相談を実施。

【実施日】
月～金 10:00～16:00 心理士
木 13:00～16:00 金 10:00～13:00 医師

産官学が連携して、発達障害児に対する支援を
行うことで、低年齢児からの発達障害の早期発
見、早期支援につなげた。

【専門相談件数】
延べ 286件（心理相談 問診 104件、
検査 行動観察 101件、医師診察 81件）

キッズサポートセンターさかいの事業終了にとも
ない、令和3年4月よりさかいっこひろば内で事業
を継続実施。

14,000,000

堺市 若者支援推進事業 若者の「交流の場」創出プログラム

民間の青少年健全育成機関との連携のもと、市
内２箇所の青少年施設（青少年センター・青少年
の家）を拠点として、「若者と社会がつながる仕組
みの構築」を主軸とした若者支援の取組を、公民
協働で推進する。

継続して実施予定 2,586,304

堺市 障害児支援体制推進事業

障害児の個別支援内容を記録していく「あい・
ふぁいる」の活用セミナーの実施や、障害児やそ
の家族が交流できる場の提供を行い、保護者へ
の指導や相談を受ける。

 障害児や発達に不安のある子ども・家族、保育
所等の療育・相談支援の実施により、必要な福祉
サービスに繋げることができた。

継続して実施予定 2,250,000

堺市
障害児通所支援事業者育成事

業

 指定障害児通所支援事業者等を対象として、障
害児の発達支援・訓練等に関する助言、指導及
び研修等を実施する。

 指定障害児通所支援事業者等を対象として、障
害児の発達支援・訓練等に関する助言、指導及
び研修等を実施し、事業所職員の支援技術の向
上を図ったとともに、指定基準並びに各ガイドライ
ンに基づいた障害児通所支援を推進し、障害児
の発達支援に資することで障害児通所支援事業
の質の向上を図った。

実施内容や実施事業者を拡充し実施予定。 17,844,000
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堺市
私立幼稚園預かり保育

推進事業

私立幼稚園が、その園則に定める教育時間の前
後の時間帯及び休業日に、保護者の希望に基づ
き在園児を保育する事業に係る経費の一部を補
助する。
【補助対象者】
本市内の私立幼稚園で、大阪府私立幼稚園経常
費補助金を受けているもの
【補助対象経費】
事業に要する経費のうち、人件費及び需用費（た
だし保護者が負担する収入を控除した額）

・認定こども園等入所待機児童の解消
・保護者への就労支援
・私立幼稚園の子育て支援機能の充実
令和２年度実施施設：４施設

継続して実施予定 10,000,000

堺市
認定こども園移行促進

補助事業

 保育所から認定こども園への移行を促進するた
め、新たに発生する学校薬剤師の配置や認定こ
ども園の事務負担の増加に対応するため人件費
を補助。
【補助額】
①事務職員：公定価格措置分に上乗せして、週１
日分を補助。
②学校薬剤師：年額65,000円を上限として補助。

 認定こども園の事務負担を軽減することにより、
認定こども園への移行を促進した。
令和２年度補助対象：102施設

継続して実施予定 35,754,320

堺市
子ども医療費助成事業
（高校生拡充分)

 子どもの健康の保持増進を図るため、病院など
で受診したときに、健康保険が適用された医療費
の自己負担分の一部及び入院時食事療養費の
標準負担額を公費で助成。（うち高校生拡充分医
療費）
対象者：健康保険加入者
堺市内に住民登録のある０歳から１８歳（１８歳に
達した日以後の最初の３月３１日）までの子ども

 医療費の自己負担の一部を助成することによ
り、子どもの健康の保持増進及び子育て世帯に
係る経済的負担の軽減を図り、安心して子供を
産み育てることができる環境を創出することがで
きた。

継続して実施予定
419,871,484

岸和田市

子ども医療助成事業

交付金対象
・H26拡充分

（小学１年生の通院）
・H28拡充分の一部
（小学４年生の通院）

対象者の疾病及び負傷による通院・入院に対し
て健康保険から給付が行われた場合、対象者の
保護者が支払うべき医療費に相当する額（一部
自己負担額を除く）を助成する。

子どもが医療を容易に受けられることにより、疾
病及び負傷の早期治療・早期回復に繋げること
ができた。また、監護養育する保護者の身体的・
経済的・精神的負担を軽減することができた。

継続して令和３年度も実施 57,652,875

豊中市 子ども専用LINE相談等業務

本市相談窓口用LINEアカウントを開設し、豊中市
内の18歳になるまでの子どもを対象にした悩み
相談（いじめ・学校生活や家庭生活などに関する
相談）及び豊中市（豊中市教育委員会を含む）が
子ども向けに開設している相談窓口案内・情報等
の配信を行うもの。

支援を要する子ども自身が相談やSOSを発信で
きる手段としてSNSを利用することで、「第3者に
相談する」ということのハードルを下げる効果はあ
ると判断される。ひいてはそれが支援へのスピー
ドを上げることにつながると考えられる。

今後さらに子どもたちがSOSを出すための手段と
しての有効性を上げ、早期に適切な支援へつな
げることができるよう、情報発信の方法を検討し
改善していく。

9,856,476
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豊中市 乳幼児医療（子ども医療）の拡充

子どもの医療費の一部を助成することにより，子
どもの保健の向上と健やかな成長に寄与し，児
童の福祉の増進を図る。
平成26年12月より通院の対象年齢を未就学児か
ら小学校6年生まで拡大し、入院の所得制限を廃
止。
平成29年11月より入・通院の対象年齢を小学校6
年生から中学校3年生まで拡大した。
令和元年11月より入・通院の対象年齢を中学校3
年生から18歳到達後の最初の3月31日まで拡大
した。

医療機関を受診する18歳到達後の最初の3月31
日までの子どもの保護者または本人の経済的・
心理的負担を軽減する効果があった。

今後も事業を継続する。 1,138,191,526

池田市 子ども医療費助成事業

 府の乳幼児医療助成事業に当てはまらない所
得制限を超過した未就学児や、小学一年～小学
三年(9歳年度末)までの児童に対して、市の独自
制度により通院・入院について府制度と同様の助
成を行う。本交付金は小学四年～小学六年まで
の対象者拡充に伴う入通院に係る扶助費に全額
充当する。

 子どもが必要とする医療をより容易に受診でき
ることにより、保護者の経済的負担の軽減と子ど
もの健全な育成が図られ、子ども医療の増進が
みられる。

 ここ数年の子ども医療対象者の拡充により子ど
も医療の予算が毎年数千万単位で増加したた
め、現在対象となっている約15,000人の子どもに
対し来年度以降についても同水準の医療費助成
を継続することが課題となる。今後も安定した予
算の確保ができるよう努めていきたい。

50,107,187

吹田市 子ども医療費助成事業

 市内在住で健康保険の資格のある児童の医療
費の一部を助成する（令和２年４月から、対象年
齢を中学校修了前から１８歳に達する日以後最
初の３月３１日までに拡充）

 保護者の経済的負担を軽減し、必要とする医療
が容易に受けられるようにすることにより、子ども
の保健の向上に寄与し、その健全な成長と福祉
の増進を図ることができた。

事業費は年々増加しているが、交付金を事業拡
充分に充当し、今後も引き続き事業を実施する。

1,263,933,873

泉大津市 子ども医療助成事業

中学３年生修了までの通院及び入院に係る医療
費の一部を助成する。
本交付金については、拡充部分である小３から中
３の通院及び中１から中３の入院助成（食事療養
費含む。）に活用する。

子どもに係る医療費の一部を助成することによ
り、子育て世帯への経済的支援を行い、子どもを
安心して産み育てられるための環境づくりを推進
できた。また、経済的負担の軽減により早期受診
を促し重症化防止にもつながる。

対象年齢の引き上げにより受診数が増加し、今
後の更なる拡充も含めて財源の確保が課題であ
る。

207,186,177

高槻市 子ども医療費助成事業
子どもにかかる医療費を助成することにより、子
どもの健全な育成を図り、子どもの福祉の増進に
資することを目的とする。

子どもにかかる医療費の自己負担額分の一部を
公費で負担することにより、子どもの保護者に対
する経済的負担が軽減されるとともに、子どもの
受診機会が増え、疾病の早期発見・早期治療に
役立ち、事業の目的である子どもの健康の保持
及び福祉の増進に寄与することができた。

引き続き、本事業の助成を行うことで子どもの健
全な育成及び福祉の増進を図る。

942,316,305

貝塚市 子ども医療費助成事業

 貝塚市内に居住すう中学校3年生修了前の子
どもの通院医療費、入院医療費の一部及び入院
時食事療養費を助成する。
 本交付金は、拡充部分である中学校1年生から
中学校3年生の通院医療費に充当する。

 医療費の一部を助成することによって必要とす
る医療を容易に受けることができるようになり、子
どもの健全な育成に寄与することができた。

平成29年分4月診療分より、通院医療費の助成
対象を中学3年生修了前まで拡充した。安定した
事業運用のため、財源の継続的確保が課題。

39,309,872
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守口市 子ども医療費助成事業

子どもの通院について、所得制限を撤廃、対象年
齢を小学校就学前から中学校卒業までの子ども
（小学校就学後から満１5歳に達した日以降にお
ける最初の３月末日を経過するまでの子ども）の
通院に係る医療費を以下の通り助成する。
１.通院については、保険診療に係る自己負担額
から一部自己負担額（１医療機関あたりの通院に
ついて月２日を限度とし、１日につき最大５００
円。）を控除した額を助成する。ただし、一部自己
負担額の限度額は１ヶ月につき２，５００円とし、
２，５００円を超えた額を申請により助成額として
支給する。
２.院外処方箋による薬局での薬代を助成する。
（大阪府外で薬代を支払った場合は、申請)

75310件の請求件数に対して適切に助成を行う事
で、子どもの疾病の早期発見早期治療を図るとと
もに、保護者の経済的精神的負担を軽減し福祉
の増進を図る事が出来た。

令和４年１月から、対象年齢を１８歳（満１８歳に
達した日以降における最初の３月末日）まで拡充
し、今後も子どもの健康および保護者の経済的
精神的負担の軽減に資することで福祉の増進を
図る。

165,377,979

枚方市 子ども医療費助成の拡充

  本市では、子どもの健やかな育成を図ることを
目的に医療費の一部を助成しているが、通院費・
入院費ともに、対象年齢を中学校3年生まで拡充
している。本交付金は、市単独事業で行っている
小学校1年生から中学校3年生の医療助成費に
活用。

大阪府新子育て交付金を事業の一部に充て、子
ども医療費の一部を助成することで、保護者の経
済的負担の軽減に活用した。
令和2年度（市単独拡大分）
対象者数約29,731人、助成件数約286,179件

  今後も本交付金を活用しながら、助成事業を
引き続き行っていく。

670,588,308

茨木市
子ども・若者自立支援センター事

業

茨木市子ども・若者自立支援センター業務を委託
し、ひきこもり・ニート・不登校等の生きづらさを抱
える子ども・若者とその保護者を支援する。また、
子ども・若者支援地域協議会の指定支援機関と
しての役割を担う。

茨木市子ども・若者自立支援センター「くろす」を
利用することで、本人の状態が改善された率が昨
年度と比べ上昇（95.7％→96.0％）していることか
ら、子ども・若者の状態改善を図ることができてい
る。

ひきこもり支援者を対象にした研修会の開催につ
いて、コロナ禍により多人数での実施が難しいこ
とや、日程の都合がつかず参加できない方がお
られる。
また、保護者や学校関係者、地域の支援者等に
不登校・ひきこもり状態の子ども・若者への対応
を正しく理解し早期支援、早期困難解消を図る必
要がある。
このような課題を解決するため、支援の考え方や
ノウハウをわかりやすく伝えるツールとして「ひき
こもり支援ガイドブック」の内容に基づく動画を作
成し、配信を検討する。

17,360,000

茨木市 保育所・幼稚園等巡回支援事業

保育所・幼稚園等へ巡回相談等を実施し、発達
が気になる子どもの発達検査や保護者、
施設職員への助言等の支援を行う。

入所した施設において、子どもの発達に関して他
機関と連携のもと早期に子どもや保護者への支
援を行い、就学に向けて途切れのない支援を
行った。

【課題】
対象者の増加に伴い、巡回する心理判定員の抱
えるケースが増大し負担が増している。
【今後の対応】
巡回で発生する事務の簡素化。

21,248,691
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茨木市 不育症治療費助成事業
不育症と診断され、治療を受けている夫婦の経
済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助
成する。

不育症の治療は健康保険が適用されず高額とな
るものが多く、経済的負担により治療に踏み込む
ことができない夫婦が多いが、治療を行えば８割
以上の女性が妊娠・出産できるとされているた
め、助成を行うことにより、５組の夫婦の経済的
負担の軽減及び妊娠・出産数の増加につなげる
ことができた。

引き続き、継続して実施します。 681,420

茨木市 特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療以外の治療方法では、妊娠の見込
がない又は極めて薄いと医師に診断されている
者で、夫婦の合算所得額が730万円以上である
ため、大阪府が実施する「不妊に悩む方への特
定治療支援事業」による助成を受けることができ
ない市民に対し、治療費の一部を助成する。

特定不妊症の治療は保険適用されず高額となる
ものが多く、経済的負担により治療に踏み込むこ
とができない夫婦が多いが、夫婦の所得にかか
わらず、助成を行うことにより、延べ120組の夫婦
に安心して子どもを産める環境を整備することに
つながった。

令和３年２月17日付けで施行された「大阪府不妊
に悩む方への特定治療支援事業実施要綱」の一
部改正（令和３年１月１日適用）により、令和３年１
月１日以後に終了した特定不妊治療を対象とし
て、大阪府において所得制限の撤廃、助成額の
拡充等が行われたことに伴い、本市の特定不妊
治療費助成事業は令和３年３月31日をもって廃
止しました。

22,438,692

茨木市 介助員配置事業
特別支援学校の児童の入室する学童保育室に
おいて、当該児童の支援を目的として専任の職
員を配置する。

特別支援学校の児童の受入を実施することによ
り、当該児童の保護者の就労支援につながった。

対象児童が存在する限り、継続して実施する。 1,791,405

茨木市 発達障害児支援整備事業

発達障害児の増加傾向に伴い、２次障害予防の
観点から、早期発見・早期療育の体制整備を図
るとともに、保護者への理解を深め、負担軽減を
図る。
①専門療育機関（こども発達支援センター青空及
びこども発達支援センターwill）に療育指導を業務
委託し、個別専門療育の場を確保する。
②身体障害者手帳所持者に対する補聴器（補装
具）や大阪府独自の中等度軽度の難聴児（３０～
６０デシベル）に対し補聴器交付補助券の交付対
象とならない軽度の難聴児に対して補聴器を交
付することにより、もって、軽度難聴児の日常生
活や学習への支障を減らしその福祉の向上に寄
与する｡

①早期療育の充実と早期待機児童の解消
willと青空をあわせて、14名に個別療育を提供し
た。

②難聴児の補聴器装具促進及び日常生活や学
習支援への支障低減を図ることができた。
補聴器購入費用の負担軽減については、年間3
人分の購入費用の補助を実施した。

①次年度についても20人分の予算を用意し継続
して実施する。
②次年度についても、10人分の予算を用意し継
続して実施する。

1,932,228



事業費総額（円）
（一般財源等含む）

令和2年度 大阪府新子育て支援交付金（成果配分枠事業） 事業一覧

市町村名 事業の名称 事業の内容 事業の効果 事業実施後の課題及び今後の対応

茨木市 児童発達支援機能強化事業

療育機関における療育終了後において、発達障
害児の継続的なフォローが必要なことから、継続
的な相談体制を市立児童発達支援事業所すくす
く親子教室の機能を強化する。継続的な保護者
支援をし孤立しないよう、早期療育を推進する。
①心理判定員（公認心理師・臨床心理士）を継続
雇用し、必要に応じて発達検査を実施し、適切な
助言や療育、相談対応を行う。
②利用者保護者及び卒児保護者向け交流会と
発達障害に関する学習会を開催する。
③心理判定員の巡回指導を実施する（私立幼稚
園等と連携）
④早期に療育につなげるための「親子ひろば」を
実施する。

早期発見・早期療育の実施、
発達障害についての理解と認識強化
①電話（面談）相談対応件数 147件
②保護者向け交流会6回 学習3回
③私立幼稚園への療育巡回指導
  延べ28園32人
④親子ひろばの実施回数 79回232組

引き続き、心理判定員（公認心理師・臨床心理
士）を追加配置し、健診後、利用後保護者が孤立
しないよう支援の充実に努める。

2,483,127

茨木市
小規模子育て拠点普及拡充事

業

市内大型商業施設における空きスペースを利用
し、就学前児童とその保護者が気軽に集え、交流
し、情報収集できる小規模なつどいの広場を設置
する。ひろば運営を民間団体へ委託することで民
間のノウハウ活用と創意工夫を期待する。
商業施設数：市内２施設
実施回数：１施設につき月１～４回程度

新型コロナウイルスの影響で、開催回数や参加
人数は減少したものの、感染症対策を講じながら
可能な範囲で事業を実施することができた。
誰でも気軽に立ち寄ることができる雰囲気を大切
にすることで、親子に居場所を提供し、子育てに
関する相談にも寄り添うことで、コロナ禍における
子育て中の親の負担感の軽減が図れた。
また、買物ついでに立ち寄れることで敷居を低く
することができ、常設ひろばへ出向きにくい家庭
も利用しやすくなった。

子育て支援サービスを受けることに消極的な親
子に対し、商業施設の特性を活かして、参加者が
気軽に立ち寄りやすい楽しめる開放的な場を活
用したが、新型コロナウイルスの感染症対策を取
り入れた運営は継続して実施する必要がある。

1,524,400

茨木市
児童虐待対応外部アドバイザー

確保事業

児童虐待の対応について、児童相談所OB・弁護
士・学識経験者・心理士から指導・助言を受け
て、適切に対応ができるよう、アドバイザーを確保
する。

児童虐待対応外部アドバイザーを確保し、外部
講師として招き困難ケースのアセスメント、対応
方法、機関連携について指導・助言を受けること
で、相談員の専門性を高め対応力の強化を図る
とともに、突発的に対応困難な事例が発生したと
きに、指導・助言を仰ぎながら適切な対応を行う
ことができた。

児童虐待ケースが複雑化するなか、さらなる対応
力を強化する必要があるため、次年度も引き続
き、児童虐待対応外部アドバイザーの確保に努
める。

220,117

茨木市 児童虐待対応業務強化事業

通告対象児童の早期確定、ケース会議の資料作
成やケースの進捗状況及び府や国への報告資
料作成、通告対応時の資料作成や相談記録等を
家庭児童相談システム及び児童情報地図検索シ
ステムを導入し、事務効率を図っている。システ
ム内の突然のバグや不具合等に対応するため業
者とシステム保守契約を結び、システムを安定的
に運用することで正確かつ効率的に相談及び通
告等に対する情報処理を行い、児童虐待防止の
強化を図る。

システム保守契約により、安定したシステム運用
ができ、個人情報の保護及びセキュリティの強化
を図ることができた。また、氏名等が不明の通告
対象児童を通告者の情報を元にシステムにて絞
り込むことで、早期対応が図れた。

システムの安定利用について、保守契約は欠か
せないため、次年度以降も引き続き保守契約を
する必要がある。
また、同時にシステムの更新を新たに予定してい
る。

626,560
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茨木市 親支援プログラム事業

子育て等に関する様々な悩みを抱える保護者に
対して親支援プログラム（ノーバディーズ・パー
フェクト）を実施し、子育ての負担感を軽減し、虐
待発生防止に努める。

安全な環境のもと、親として・個人として思いを出
し合い、自分に合った子育てを見つけ出すことで
子育てへの不安・負担感の軽減が図れた。今後
困りごとが生じた場合もプログラムで経験した問
題解決サークルなどを自分なりに活用したり、継
続してグループが維持されることで、子育てを語
れる場が保たれ子育て負担感を重症化せず、乗
り切ることができるようになった。

様々な悩みを抱える保護者に対して有効な事業
であるので、今後も実施する必要がある。
ＮＰ講座 年間３クール実施予定（1クールあたり
１１回 定員１２名）

28,995

茨木市 こども食堂運営補助事業

こども食堂を運営する団体等について、要件を満
たす事業に対し、こども食堂開催１回当たり2,000
円を支給する（同一施設で年96回まで）。
また、報償金支給対象となる事業を行うこども食
堂において調理に従事する者が食品衛生責任者
養成講習会を受講した場合、10,000円を支給する
（同一施設に1年度当たり1回まで）。

こども食堂開催に係る報償金支給がこども食堂
の持続的な運営の一助となった。

食材費で報償金の大半を使い切り、施設の使用
費や光熱水費、調味料やボランティアの交通費な
どは実費負担となっているため、報償金以外にも
こども食堂の活動内容やボランティア募集の周知
や、市が食材等の寄付の受付窓口となるなど、
金銭面以外での援助も必要である。

298,000

茨木市 通級指導教室環境整備事業

 市立小中学校の通常の学級に在籍している発
達障害等のある児童生徒を対象とした通級指導
教室の新設にともない、指導に必要な備品及び
教材等を購入し、環境整備を行う。

 通級指導教室を新設することで、通常の学級に
在籍している発達障害等のある児童生徒が障害
に応じた特別の指導を受けられる機会が増え、
障害による学習上または生活上の困難を改善す
ることができた。
 また、備品及び教材等の環境整備を充実させる
ことで、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応
じた適切な指導を行うことができた。

 課題としては、既設の通級指導教室を利用する
児童生徒数が多いため、指導時数が限られる。
 今後は、計画的に通級指導教室を新設し、各通
級指導教室を利用する児童生徒の人数を適正化
する。

857,455

茨木市 スクールカウンセラーの設置

 スクールカウンセラーを市立小学校32校全校へ
配置し、児童及び保護者への心理的な支援や、
学校の児童・保護者対応に関する心理的な支
援・助言を行う。

 児童へのカウンセリングや、教職員や保護者へ
の助言等により、学校全体での生徒指導に関す
る取組みが進んだ。

 課題としては、学校によっては、カウンセリング
が主な業務になり、教職員への助言等を十分に
行うための時間が不足している。
 今後は、１日あたりのカウンセリング回数に上限
を設定するとともに、スクールカウンセラーの活用
方法についての周知や、カウンセラー同士の交
流の中で、カウンセラーからの効果的な働きかけ
についての共有などを行う。

13,531,014

茨木市
子どもが暴力から自分を守る

ワーク業務委託

 市内小学校の３、４年生を対象に1クラス単位
で、45分のワークショップを実施し、子どもたちが
自分で身を守る方法を身につける。

 子どもたちが自分で身を守る方法を身につけ、
危険な状況に陥った時の問題解決方法をワーク
ショップを行うことで、教員が子どもとともに考えな
がら、対処できる力を育成することができた。

 課題としては、現在も、子どもたちの生活環境
は安全といえる社会とは言いにくく、地域や学校
が協力して子どもを見守っていく必要がある。
 今後は、計画的に「参加型ワークショップ」を実
施し、子どもたちが自分で身を守る方法を身に付
ける。

1,012,500
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茨木市 子どもの安全見守り隊交付金

 登下校時等に校区内の巡視等を行うことによ
り、犯罪を抑止し、子どもの安全を守る。
 地域、ＰＴＡ、学校が連携を深め、安全なまちづ
くりを進める。
 地域の子どもを見守る大人同士の連帯感と子
どもたちの安心感を作り出す。

 子どもの安全見守り隊により、登下校時に校区
巡視等を行うことで、犯罪を抑止し、子どもの安
全を守ることができた。

 課題としては、子どもの安全見守り隊が高齢化
しており、人員の確保が課題である。
 今後は、子どもの安全見守り隊の参加方法等を
検討しながら、より多くの地域やPTAに参加しても
らう方法を検討していく。

959,543

茨木市 こども医療費助成事業
中学校卒業年度末までの子どもにかかる医療費
の一部を助成する。

子どもにかかる医療費の一部を助成することによ
り、こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向
上を図ることができた。

府内他市町村が対象年齢を18歳年度末まで拡
充していることから、茨木市においても、財政状
況や他市状況を踏まえ、拡充の必要性等を検討
していく。

928,569,501

八尾市 子ども医療費助成事業（扶助費）

本市在住の子どもに医療証を交付し、疾病・負傷
等により医療保険で受診した場合に、医療費の
一部を助成する。従来の助成対象に加え、小学
校から中学校卒業までの児童の入院及び通院医
療費についてを助成対象としていたが、令和2年1
月より、満18歳到達後最初の3月末までに助成対
象年齢を更に引き上げた。

子どもにかかる医療費の一部を助成することによ
り、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福
祉の向上を図ることができた。

少子化対策および子育て支援策として重要な役
割を果たしており、事業継続のため財源確保等を
考慮していく。

488,904,549

泉佐野市 こども医療費助成事業

こども医療費助成制度において、通院医療費に
ついて平成27年4月に就学前児童から小学4年生
年度末まで拡充し、さらに平成28年4月より15歳
年齢到達年度末（中学3年生年度末）まで対象年
齢を引き上げ、入・通院ともに中学校卒業年度末
まで助成を行うことにより、子育て世帯の経済的
負担のより一層の軽減を図る。

通院費助成の拡充により、経済的負担を軽減で
きる保護者がさらに増え、対象となる児童の健全
な育成に寄与し、より一層児童福祉の向上を図る
ことができた。

今後も引き続き、子育て世帯の経済的負担の軽
減図るために、継続して本事業を行っていく。

61,510,028

富田林市 子ども医療費助成事業

本市に居住する満１５歳に達した日以降における
最初の３月末日を経過するまでの子どもの通院
及び入院に係る医療費と、入院に係る食事療養
費を助成する。本交付金は中学生の通院に係る
医療費助成の一部に活用する。

 子どもに対し入院・通院医療費及び入院時食事
療養費を助成することにより、子どもの健全な育
成に寄与し、もって児童福祉の増進がなされた。

強いてあげれば本事業が子どもの医療費増加に
つながった可能性も考えられなくもないが、事実
上のナショナルミニマムであり、今後も国による制
度化を求めていく。

12,000,000

富田林市 幼児健全発達支援事業

１歳７か月児健診・３歳６か月児健診などで、集団
の場においてフォローが必要と思われる幼児と保
護者を対象に、年齢に応じた教室を開催し、ま
た、卒室児のフォローを目的としたチューリップ広
場を開催している。

フォローが必要な子どもに対して発達支援を継続
的に行い、適切な進路先につなげることができ
た。また、保護者に対して丁寧に指導・相談に応
じることで育児負担の軽減になった。

フォローが必要な子どもの早期療育を目指すとと
もに、家族の孤立化に対する支援体制を整え、き
め細やかな対応を行う。

13,775,597

寝屋川市
子どもへの暴力防止
プログラム（６年生）

子どもが関わる暴力（いじめ、虐待、誘拐、性的
暴力等）を防止するための教育プログラムを実践
的に子どもに学ばせる機会を提供し、子どもが主
体的に暴力に対応できるようになることを目的と
します。

小学３年生を対象に実施していた低学年向けプ
ログラムと、６年生を対象に悪質化するいじめの
防止に特化した「いじめ防止プログラム」を実施す
ることで、中学校進学に備えて、いじめに対する
認識や危機意識を養うことができた。

今後も教育プログラムの実施により、主体的な児
童の危機意識の醸成を図る。

1,782,000
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寝屋川市 子ども医療費助成

子育て世帯等に対し医療費の一部を助成する
対象者：０歳から高校生世代（18歳到達後の最初
の年度末）まで
ただし、次の各号に該当する者は、対象者から除
く
・生活保護法により保護を受けている人
・児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を
 受けている人
・ひとり親医療費助成等、他の補助事業者から医
 療費の支給が受けることができる者
 自己負担額：１医療機関あたり
  入通院 各 500円/日上限（月２日限度）
  ※１か月あたり負担限度額2,500円

子育て世帯等に対し医療費の一部を助成するこ
とにより、経済的負担の軽減と子育て支援施策の
充実を図るとともに、疾病の早期発見早期治療と
いう観点から将来的な医療費の抑制につながる
ことができた。
対象者数：29,918人

今後も制度の安定したサービスの提供を行う。 250,958,212

寝屋川市
軽度・中度難聴児補聴器等交付

事業

寝屋川市内に居住する18歳未満（18歳に達する
日以後の最初の３月31日までの間にある児童）で
あって、障害者総合支援法第76条に基づく補装
具費の支給対象とならない軽度・中度の難聴児
を育てている家庭に対し、子育て支援の一環とし
て、軽度・中度難聴児補聴器購入費等の一部を
助成する。
【助成金の交付基礎額】
補聴器購入費１台（片耳）につき46,007円又は
55,439円（イヤモールドを含む）
補聴器修理費１台（片耳）につき21,169円
検査料5,000円

助成者数：４名（片耳２名、両耳２名）

18歳未満の難聴児を育てている家庭に対して、
補聴器電池交換費用の一部を助成すること
により、家庭の負担を軽減し福祉の増進を図るこ
とができた。令和３年度も引き続き本事業を実施
する予定としている。

154,496

寝屋川市
子ども用補聴器電池交換費用助

成事業

寝屋川市内に居住する18歳未満（18歳に達する
日以後の最初の３月31日までの間にある児童）で
あって、難聴と認められた全ての児童を対象と
し、子育て支援の一環として、子ども用補聴器電
池交換費用の一部を助成する。
【助成金の交付額】
補聴器１台（片耳）につき年間5,000円

助成者数：10名（片耳１名、両耳９名）

18歳未満の難聴児を育てている家庭に対して、
軽度・中度難聴児補聴器購入費等の一部を助成
することにより、家庭の負担を軽減し福祉の増進
を図ることができた。令和３年度も引き続き本事
業を実施する予定としている。

62,406

寝屋川市 子ども食堂支援事業

家で1人で食事をとる、夜遅くまで1人で過ごす子
どもたちに食事の提供を通じて、放課後等
に気軽に立ち寄り、安心して過ごせる子ども食堂
を開設し運営する団体に対して、子ども食堂の開
設経費や運営経費の一部を支援する。

左記内容を実施することで、以下の目標を達成す
ることができた。
・子どもの居場所づくり
・地域で子どもを見守る環境の整備

子ども食堂の開設に当たって、子ども食堂を実施
している団体の視察や運営に際しての衛生管理
や安全対策等について、情報提供や相談に応じ
ています。また、今後、フードバンク等の活用につ
いても検討を行っていく。

366,238
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寝屋川市
青少年の居場所づくり事業（ハピ

ネス）

市内在住・在学の青少年が気軽に立ち寄れ、悩
み等を常駐するスタッフに相談したり、交流できる
青少年の居場所を設置・運営する。

平成28年8月
・寝屋川市駅前に新たに青少年の居場所「ハピネ
ス」を開設

青少年の居場所「ハピネス」の利用者数（令和２
年度実績：実人数1,681名、延べ人数3,800名）
 多くの青少年の利用があるが、中には家庭や
利用者自身に課題を抱えている利用者もいること
から、利用者の自立を目指す支援体制を整える
ために、青少年の相談等に対応する青少年支援
員を配置し、福祉部局、就労部局等との連携を
図った。

利用者の中には、就学、就労等へ結びつけられ
たケースもあるが、今後、更なる連携・支援強化
が必要である。

6,644,238

寝屋川市 留守家庭児童会保育料システム

平成27年12月に導入した保育システムにおい
て、延長利用や土曜日開所について、利用回数
管理、各帳票出力機能、利用料の口座納付の機
能を追加し、保育料の業務を一元化することで、
利用者の利便性の向上を図る。

延長利用料、土曜日利用料の徴収に口座納付の
機能追加により、納付書による納付にくらべ、保
護者の利便性が図れるとともに、徴収率の向上
にもつながっている。また、利用登録や回数など
のデータ化により、利用者の状況把握をスムーズ
に行うことができる。

今後も利用者の利便性及び保育料の徴収率の
向上を図る。

1,146,024

河内長野市 子ども医療費助成事業

 少子高齢化が進行し、子どもを取り巻く保健医
療環境も大きく変化している中、子どもにかかる
医療費の一部を助成し、子育て家庭の経済的負
担の軽減及び医療の確保を図っているが、さらな
る福祉医療行政の充実、子育て世代への支援を
目的として、平成27年4月1日から通院医療費の
助成対象年齢を現行の12歳（小学6年生）年度末
から15歳（中学3年生）年度末まで拡充した。

乳幼児等の健康の保持増進と経済的な負担軽
減が図れた。

国の公費負担制度等の優先使用の周知など受
益者負担の適正化を図りつつ、公費負担制度を
充実し、福祉医療制度を適正に運用する。

210,505,654

松原市 子ども医療費助成事業

松原市内に居住する子ども（0歳～中学校卒業ま
で）に係る、医療保険各法による自己負担相当額
の一部を助成するもの。本交付金は平成26年度
に拡充した小学生通院医療費及び平成29年度に
拡充した中学生通院医療費助成に活用する。

子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上
と子育て世帯の負担軽減につながった。

本交付金は医療費助成額の一部分に過ぎず、一
般財源の財源確保が今後の課題である。

219,925,345
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大東市 子ども医療費助成費

各種医療保険に加入されている中学校卒業（満
15歳に達した日以降における最初の3月末日。以
下同じ。）までの子どもを対象に保険適用される
医療費の自己負担（一部自己負担を除いた）分
（高額療養費、付加給付による療養費は控除）の
医療費の助成を行う。自己負担は1医療機関あた
り、入・通院それぞれ1日につき500円まで (月2日
限度)。入院時食事療養費、処方せんに基づく院
外薬局での調剤については、自己負担額は無
し。また、助成対象者1人当たりの負担限度額を1
か月 あたり2500円とし、1か月2500円を超えて支
払った医療費については、市へ申請に基づき償
還払いを行う。本交付金は、小学校3年生修了か
ら中学校卒業までに充当する。

対象となる子どもに対し、医療費の助成を通じ
て、医療が必要な時に容易に受けられるよう支援
することにより、疾病の治癒と早期回復を図り、健
康的な生活を維持する。

医療費の適正化 307,483,000

和泉市 こども医療費助成事業

安心して子どもを生み育てることができるよう和
泉市では、大阪府が補助する乳幼児医療費助成
対象者に加え、平成29年7月診療分からは、通院
分を中学3年生まで拡充し、こどもを抱える家庭
へ医療費の一部を助成することにより、子育て世
帯の経済的負担を軽減する。
本交付金は、中学1年生～中学3年生の通院部
分（令和2年度拡充部分）に充当する。

医療費を助成することにより、その生活とこどもの
健全な育成を図ることができ、また、次代を担う者
の育成について重大な役割を有する保護者につ
いても経済的負担を軽減することができた。

今後も子育て世帯の経済的負担の軽減を図るた
め、事業の継続は必要である。

79,071,761

箕面市 子どもの医療費助成事業

箕面市内に居住する児童に対し、医療費の一部
を助成することにより、子どもたちの健全育成に
寄与するとともに子育てを支援し、児童福祉全般
の向上を図ることを目的とする。

医療費の一部を助成することにより、子どもたち
の健全育成に寄与するとともに子育てを支援し、
児童福祉全般の向上を計るための一助とするこ
とができた。

助成額の予測が困難であることが課題ではある
が、病気の流行、過去の実績を加味し、正確な助
成事業に努める。

479,360,032

箕面市
教育・保育給付施設等運営費補

助事業

支援が必要な児童の支援を実施する認定こども
園へ補助金を交付し、認定こども園での支援教
育体制及び受け入れ児童数を拡充する。

認定こども園での支援教育人材を確保・育成し、
継続的に支援教育を行える体制を整えた。また、
支援教育を充実させることで３歳児からの集団保
育の選択肢を拡大することができた。

今後も支援教育の人材確保・育成を行い、より良
い受入環境の確保に努める。

13,624,533

箕面市 私立幼稚園振興助成事業
支援が必要な児童の支援を実施する私立幼稚園
へ補助金を交付し、私立幼稚園での支援教育体
制及び受け入れ児童数を拡充する。

私立幼稚園での支援教育の人材を確保・育成
し、支援が必要な児童ひとり一人に継続的な支援
教育を行える体制を整備することで、３歳児から
の集団保育の可能性を拡充し、当該児童の孤立
防止につながった。

今後も支援教育の人材確保・育成を行い、より良
い受入環境の確保に努める。

10,360,000
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箕面市 発達支援事業「親子教室」

目的：発達上支援を要する児童と保護者に対し
て、遊びの場を提供し、児童の経過観察及び保
護者への子育て相談や助言を行う。
実施方法：週3回実施（親子教室2回・相談業務等
1回）1クールを10回とする。
内容：対象児の発達段階に応じた、親子で楽しめ
る遊びを企画。発達等の育児相談。

発達上何らかの支援を必要とする児童と保護者
に対して小集団での遊びの場を提供し、児童の
発達支援と保護者への子育て相談や助言を行
い、児童の発達促進と保護者の育児不安等の軽
減を図った。

・クール制の事業であり、教室終了後の支援を連
携して行うことが課題。
・何らかの支援を必要とする児童が増加し、利用
待機の状況があり継続して実施することが必要で
ある。

1,410,971

柏原市 こども医療費助成事業

こども医療費助成事業として、平成26年10月から
小学生までの通院分を拡充し、平成28年10月か
ら中学生までの通院分を拡充している。また、令
和2年10月から18歳年齢到達年度末まで拡充し
ている。小学生から中学生までの通院分及び18
歳までの入通院分の拡充に活用する。

・小学生通院  29,927件
・中学生通院  10,987件
・18歳年齢到達年度末までの入通院  4,880件

・1人あたり助成額 2,023円

今後も、子育て世帯に対して経済的に安定した生
活を構築し、健全な児童育成の環境をつくる。

92,638,278

羽曳野市 子ども医療費助成事業

 羽曳野市に居住地を有する児童の医療保険が
適用される医療費および食事療養費の一部を助
成（所得制限なし）一つの医療機関・訪問看護ス
テーション当たり入通院１日500円以内(負担日数
月２日まで)／院外調剤負担なし／治療用装具負
担なし／複数の医療機関を受診した場合の月額
上限額2,500円／食事療養費は1食460円を限度
に助成

 児童の医療費負担について、公費による助成を
実施することにより、児童を抱える保護者の精神
的及び経済的な負担を軽減する一因となった。ま
た、罹患の際の受診を促し、児童の健全な育成と
福祉の向上に貢献することができた。

 子育て家庭の経済的負担を軽減するため、医
療費の一部を助成することにより病気の早期発
見や早期治療の維持性確保という点で、極めて
重要な役割を果たしており、今後も継続していく
必要があると考えている。

240,930,307

門真市 こども医療助成事業

 こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上
を図るため、児童の入通院にかかる医療費の一
部自己負担額を控除した額を助成する。
 本交付金は、平成29年10月より実施した拡充分
に充当する。
         ＜対象児童＞
通院・入院とも18歳年度末までの児童
平成29年10月より
通院：小学校6年生年度末から18歳年度末まで
入院：中学校3年生年度末から18歳年度末まで
それぞれ拡充
        ＜一部自己負担額＞
1医療機関あたり1日最大500円、月2回を限度とし
て負担。
1人当たりの負担合計額が月2,500円を超えた場
合は、申請に基づき超えた額を償還。

 こどもに係る医療費の一部を助成することによ
り、必要とする医療を適切に受け、健康の保持増
進を図ることにより、子育て世帯の経済的負担の
軽減につながった。

引き続き対象者及び助成内容を維持する。 280,402,910
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摂津市 子ども医療費助成事業
子どもの医療費の一部を助成することにより、子
どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の増進を
図る。

子ども医療費助成事業を実施することで、保護者
の経済的負担を軽減するとともに,安心して子育
てができる環境づくりを推進していくことができ
た。

子育て世代の経済的負担の軽減へ向けて、今後
も制度を継続していく。

161,123,585

高石市 乳幼児医療費助成事業

乳幼児（こども）の疾病又は負傷について、医療
各保険法の規定による保険給付が行われた場
合、その療養に要する費用の額のうち、対象者が
本来負担すべき額から一部自己負担額を控除し
た額を助成する。

乳幼児（こども）を抱える家族の精神的及び経済
的な負担を軽減して、乳幼児（こども）の健やかな
育成に寄与することができた。

今後も新子育て支援交付金を活用し、乳幼児（こ
ども）を抱える家族の精神的及び経済的な負担を
軽減して、乳幼児（こども）の健全な育成に努め
る。

160,399,296

藤井寺市 子どもの医療費一部助成事業

 平成28年7月診療分より通院に係る医療費助成
の対象年齢を入院と同様の中学校卒業年度末ま
で拡充し、本市の区域内に居住地を有する0歳か
ら15歳に達した日以降最初の3月末日までの子ど
もを対象に入・通院時の保険適用診療に係る自
己負担額の一部及び入院時食事療養費標準負
担額の全額を助成。
 ※一部自己負担額については、大阪府制度と
同じ。

 子どもを抱える家庭に対し、医療費の一部を助
成することにより、必要とする医療を容易に受け
ることが出来るようにし、また保護者の経済的負
担を軽減することにより、子どもの健全な育成と
福祉の増進を図ることができた。

 今後も引き続き、子どもの健全な育成と福祉の
増進を図ることができるよう継続して事業を実施
していく。

90,368,781

東大阪市 子ども医療費助成事業

子どもが医療機関などで受診したときに支払う保
険診療の自己負担金の一部を助成するもの。
本交付金は、小学１年生から中学校卒業までの
子どもの通院にかかる医療費に充当するものと
する。

子どもにかかる医療費の自己負担金の一部を助
成することにより、子どもを抱える家庭の精神的、
経済的負担の軽減が図られ、児童福祉の向上、
子どもの健全な育成に寄与することができた。

引き続き子どもの健全な育成及び福祉の向上を
図るため、今後も継続的に事業を実施していくこ
とが必要であるが、多額の財源の確保が課題で
ある。

613,809,075

泉南市 子ども医療助成事業

子どもに係る医療費の一部を助成することによ
り、子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向
上を図る。本交付金は、平成26年4月より小4～
中3（入院）平成27年4月より小1～小4（通院）平成
29年4月より小5～中3（通院）の拡充部分に充て
るものとする。

子どもの医療費の負担額の一部を負担すること
により、家庭の経済的負担を軽減し、子どもの適
正な医療の確保と福祉の増進に寄与することが
できた。

今後も制度を継続していくとともに、対象者の拡
充について検討する。

110,545,853

四條畷市 子ども医療費助成制度の拡充

平成２７年７月診療分(入院・通院）から、子ども医
療費助成制度の対象児童を小学３年生から中学
３年生に拡充。
・拡充対象児童（小学４年生から中学３年生）２，
８７５人（令和２年３月３１日現在）
・所得制限なし
交付金は小学4年生から中学3年生までの医療費
に充当するものとする。

平成２５年度に策定した子どもプロジェクト（平成
２６年度から２９年度まで）における子どもの健康
増進を支援する基本方針のもと、子どもたちの健
やかな育ちを支援するため、子ども医療費助成
制度の拡充を実施することで児童の医療機関受
診による疾病の早期治療を図ることができた。

令和元年度に策定した第２期四條畷市子ども・子
育て支援事業計画においても、子どもたちが安定
した日常生活を送るために子ども医療費助成制
度を重要施策と位置付けており、次年度以降も継
続的に実施する予定である。

131,901,338
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交野市 こども医療費等助成
小学校3年生までの通院費、中学就学前までの
入院費の一部の助成を、平成27年7月から入通
院とも中学3年生修了までに拡充して実施した。

医療費助成の拡充を行い、子どもの健康と健や
かな育成、また子どもを抱える家庭の経済的負
担の軽減を図る。

子育て世帯の負担軽減のために継続的に実施
する。

119,389,398

大阪狭山市 子ども医療対策事業

大阪狭山市に居住されている、満１８歳（令和２年
９月診療分までは満１５歳）に達する日以後の最
初の３月３１日までの子どもに、医療証を交付す
る。医療機関等において、健康保険証及び医療
証を提示し、診療を受けた場合、自己負担額の
一部を助成する。

大阪狭山市に居住する子どもの保護者に対し、
医療費の一部を助成することにより、子どもの健
全な育成を図った。

今後も事業の継続に努め、子どもの健全な育成
を図っていく。

190,559,993

阪南市 子ども医療費助成事業

中学校卒業年度末までの子どもに係る入院時食
事療養費の全額助成及び入院医療費並びに、通
院医療費の一部を助成する。本交付金は小学生
～15歳の中学校卒業年度末（通院分）に充当す
るものとする。

子育て支援や少子化対策の一環として子どもに
係る入通院医療費の一部を助成することにより、
乳幼児等の健全育成を図ることができた。また、
保護者についても経済的負担を軽減することが
できた。

今後においても、医療費助成を継続することで子
育て世帯の医療費の負担を軽減し、容易に医療
を受けやすくすることで、子どもの健全育成を
図っていく。

117,755,063

島本町 子ども医療費助成事業

子どもの医療費の助成を行う。
 ・0歳～小学校卒業前まで＝ 通院費・入院費を
助成（子ども医療証を発行）
 ・中学1年生～中学校卒業前まで＝ 入院費の
み助成（償還払い）
 ※所得制限なし
 ※入院時食事療養費も助成対象とする。
 ※令和２年１月１日より中学生も通院費も対象
に拡大

子どもの健康の保持増進及び子育て支援の充実
が図れた。

R3も継続実施 75,523,692円

豊能町 子どもの読書活動推進事業

「本のソムリエ」認定講習会及び認定された児童・
生徒による読書推進イベント等の実施。読書推進
協力員の協力のもと、町立図書館、学校と連携
し、読書で知識を得る喜びと知識を活用できる場
や機会を提供する。

「本のソムリエ」認定講習会により、児童・生徒に
書物から学ぶ知識、楽しみを体感させることがで
きた。また、町立図書館で講習会を行うことで、地
域の方との交流や同館の活用促進にもつながっ
た。

講習を受けた児童・生徒が、各校に帰って学校図
書館司書教諭と協力し、各学校での読書推進活
動の一翼を担えるようにすることや読書離れが進
んでいるため、本に親しむ機会や図書イベントの
充実など町全体の読書活動を充実させる必要が
あること。

2,438,155

豊能町
留守家庭児童育成室児童安全

送迎事業

留守家庭児童育成室は、町内4小学校のうち、3
校に設置している。未設置校の児童は約3㎞離れ
た別の小学校の育成室に児童のみで移動してい
たが、保護者から交通安全・防犯対策の要望が
あり、児童が移動する際の安全を確保するため
実施する。

児童を安全に車両で送迎することにより、保護者
が安心して児童を留守家庭児童育成室に預けら
れるよう環境を充実させた。

児童を送迎することにより、保護者が留守家庭児
童育成室に預けやすくなり、就労支援に繋がった
と考えられるため、今後も継続する。

333,096
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豊能町
放課後児童クラブ地域連携充実

事業

留守家庭児童育成室で過ごす児童のために、小
学校の余裕教室を活用して、適切な生活や遊び
の場を確保する。地域の方々の参画・協力を得
て、学習活動やスポーツ等、さまざまな交流活動
を実施する。

小学校内で隣合った教室を活用することで、育成
室の児童が放課後子ども教室に参加しやすく、多
様な学習・体験活動、交流が行える。また、プロ
グラムの充実を図るなかで地域の人材を活用す
ることで地域の方との交流が促進された。

小学校の空き教室を利用することで「放課後子ど
も教室」との事業連携交流が深まった。今後も見
守り体制や活動内容の連携、検討も必要と考え
る。

843,429

豊能町 子ども医療費助成事業

乳幼児等の健康の保持・増進と乳幼児等を養育
する者の経済的な負担軽減を図るため、満18歳
に達した日以降における最初の3月末日を経過
するまでの者の通院・入院に係る医療費の一部
助成を行う。

子どもを養育するものに対し、医療費の一部を助
成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、
児童福祉の向上を図ることができた。

制度に関して、ホームページでの記載や窓口で
のしおりの配布等により周知を行っているが、十
分とは言えず問合わせも多い。
毎年7月の医療証更新時期等を活用して、制度を
よりよく活用していただけるよう工夫する。

17,341,650

能勢町 スクールバス介助員配置事業

能勢ささゆり学園（能勢小・中学校）において、ス
クールバスに一人では乗車できない支援学級在
籍児童・生徒各１名のために、それぞれバス添乗
介助員を配置する。

バス添乗介助員が対象児童・生徒の登下校時の
バス乗降時の補助及び乗車中の児童生徒の見
守り等を行うことにより、対象児童生徒のスムー
ズな通学の確保を図った。

介護の度合いと児童生徒の自主性を踏まえつ
つ、適切な配置体制を検討する。

653,600

能勢町 子ども医療費助成

 子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上
を図ることを目的として、医療費の一部を助成す
る。
 ○対象：入院、通院ともに18歳到達後の最初の
3月末まで。保護者の所得制限なし。
 ○助成内容：医療費の自己負担額から一部自
己負担額を控除した額を助成
  【一部自己負担額】１医療機関あたり入通院各
500円/月（月2日限度）

 子どもの保護者に対する経済的な負担を軽減
することができ、また、子どもが容易に医療を受
けられることで、健全な育成に寄与することがで
きた。子育て家庭の医療費に対する経済的な負
担軽減を図った。
 令和2年度末子ども医療証対象者数796人、
10，019千円あまりの医療費を助成した。

 引き続き助成事業を行い、子どもの健全な育成
に寄与するとともに、児童福祉の増進を図る。

10,346,615

忠岡町 子ども医療費助成事業

子育てに係る経済的負担の軽減と乳幼児保育の
向上のため、乳幼児医療費の一部を助成する。
平成30年4月診療より通院に係る助成対象年齢
を中学校卒業の年度末まで拡大した。

乳幼児及び児童・生徒の属する世帯に対し、医
療費の一部を助成することで保健の向上に寄与
するとともに、児童福祉の増進を図ってきたが、さ
らに対象年齢を拡大することで、より一層の子育
て世帯に対する負担軽減に寄与できるものであ
る。

子育てに係る経済的負担軽減を図るため、今後
も助成を継続していくことが重要である。

27,229,143
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熊取町
子ども医療費助成事業
（乳幼児医療の拡充）

中学校3年生までの入院（食事療養費含む）及び
通院医療費の一部負担額の保険適用分につい
て、1医療機関につき500円（500円未満はその
額）を月2日までの負担となるよう、また、1ヶ月の
支払額合計が、2,500円を超えないよう助成する。
※本交付金の対象分：小学生の通院の医療費及
び審査支払手数料

子どもを持つ家庭の精神的、経済的負担の軽減
を図り、子どもの健全な育成に寄与する。
各実績数値（本交付金対象分のみ）
対象者：2,227人
年間延対象者数：26,719人
年間受診件数：20,077件

＜今後の対応＞
次年度以降も引き続き適正に助成事業を執行し
ていく。

62,699,149

田尻町 こども医療費助成事業

18歳到達年度末までの児童の医療費（大阪府の
乳幼児医療費助成事業費補助金対象部分を除
く。）について、助成する。

[一部自己負担額]
通院：１回500円（同一院同一月上限2回）
入院：1,000円/月

こどもに係る医療費の一部を助成することによ
り、こどもの健全な育成が確立され、児童福祉の
向上を図ることができた。
また、平成29年4月1日から、入院時食事療養費
に係る助成対象者について、障害者医療費制度
又はひとり親家庭医療制度の対象となる18歳到
達年度末までの児童も含むよう拡充した。

今後も、対象児童への医療証普及率100％を目
指し、更なる児童福祉の向上に努める。

23,150,644

岬町 乳幼児医療費助成

子育て支援施策の一環として、乳幼児医療費助
成の拡充（※）を行う。

※通院：H26.7に小学校卒業年度末まで、H27.7に
中学校卒業年度末まで、R1.7に18歳に達した日
以後の最初の3月31日まで、それぞれ拡充。
※入院：R1.7に18歳に達した日以後の最初の3月
31日まで拡充。

子どもに係る医療費の一部を助成することによ
り、子育て家庭の生活の安定及び子どもの健全
な育成と子育て支線施策の向上が図られた。

子どもの健康保持増進と経済的な負担軽減を図
るため、今後も同様の方針のもと、事業を継続す
る。

19,501,522

太子町
子ども医療費助成事業及び入院
時食事療養費助成事業

太子町内に居住する0歳～18歳年度末までの子
どもに対し医療証を交付し、通院・入院医療費
（保険医療費）の自己負担額の一部を助成する。
また、入院時の食事療養費を助成する。
（令和3年1月1日から対象を0歳～中学校卒業ま
でを0歳～18歳年度末までに拡大）

子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健
康保持を図ることができた。

今後も引き続き子育て世帯の経済的負担の軽減
と子どもの健康保持を図るため、継続して実施し
ていく。

30,842,783

河南町 第２子以降保育料無償事業

国基準の多子世帯保育料負担軽減措置を受け
た者以外で、所得・年齢制限を設けず多子世帯
に該当する第２子以降の幼稚園・保育園・こども
園の保育料を無償とする。

児童を２人以上養育している世帯の第２子以降
の保育園・こども園の保育料を負担することに
よって、多子世帯を応援し、経済的負担の軽減を
図ることで、安心して子どもを生み、育てる環境づ
くりに資することができた。

今後も負担軽減を図ることにより、多子世帯が子
育てしやすいまちづくりに努めていく。

14,386,760
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千早赤阪村 子ども医療費助成事業

子どもを抱える家庭の精神的、経済的な負担の
軽減及び医療の確保を行う事を目的とし、千早赤
阪村区域内に居住する0歳から中学校3年生(15
歳に達する日以後最初に迎える3月31日まで)の
健康保険に加入している子どもに対し、医療費の
一部及び入院時食事療養費を助成する。
○助成内容
通院及び入院（食事療養費含む）にかかった医療
費（保険診療に限る）を助成する。ただし、1医療
機関ごとに、入院・通院とも1日各500円を限度に
1ヶ月2日までの自己負担を要する。同一月に支
払った一部負担額の合算額の合計が2,500円を
超える場合は、2,500円を超える額を助成する。

対象となる子どもが、必要な時に必要な医療を受
けることにより、疾病の治癒及び早期回復を図る
ことができる。また、対象者及びその家族の身体
的、精神的負担を軽減し、健全な生活を確保する
上において効果があった。

今後についても同様の事業を継続し、効果の持
続を計っていく。

5,995,469


